
内
閣
衆
質
一
七
七
第
六
号

　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
一
目

衆
議
院
議
長
　
横
路
　
孝
弘
　
殿

内
閣
総
理
大
臣
　
菅
　
直
人

　
衆
議
院
議
員
井
上
信
治
君
提
出
中
期
防
衛
力
整
備
計
圃
（
平
成
二
十
三
年
度
～
平
成
二
十
七
年
度
）

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

閣内



　
　
　
衆
議
院
議
員
井
上
信
治
君
提
出
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
二
十
三
年
度
～
平
成
二
十
七
年
度
）
に
関
す
る
質
問
に

　
　
　
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

　
　
平
成
十
八
年
五
月
一
日
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
際
に
発
表
さ
れ
た
「
再
編
の
実
施
の
た
め
の
日
米
口
Ｉ
ド
マ
ッ

　
プ
」
　
（
以
下
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
横
田
飛
行
場
に
移
転
す
る
航
空
自
衛
隊
航
空
総
隊
司
令
郎
等
が
移

　
’
転
後
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
又
は
機
関
が
所
在
す
る
施
設
を
基
地
と
称
す
る
こ

　
と
を
定
め
た
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
「

　
横
田
基
地
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
二
十
三
年
度
～
平
成
二
十
七
年
度
）
に
つ
い

　
て
」
　
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
「
櫛
田
基
地
を
新
設
し
、
航

　
空
総
隊
司
音
訳
等
を
移
転
す
る
」
と
記
述
し
た
も
の
’
で
あ
り
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
お
け
る
記
述
や
従
来
関
係
地
方
公
共
団
体

　
に
対
し
説
明
し
て
き
た
内
容
と
実
質
的
な
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
事
前
の
説
明
は
行
わ

　
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
｛
ｌ
耽
摘
の
「
啓
ル
貪
担
」
に
関
し
て
は
、
現
在
こ
こ
れ
ま
で
関
係
地
方
公
共
団
体
に
説
明
し
て
き
た
内
容
を
超
え



　
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
と
も
、
横
田
飛
行
場
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し

　
適
切
に
説
明
を
行
う
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

　
　
お
尋
ね
の
「
再
編
交
付
金
」
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置

　
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。
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